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平成２８２７年○３月○３１日厚生労働大臣決定

厚生労働省における事後評価の実施に関する計画

（平成２８年度）

第１ はじめに

本計画は、行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成１３年法律第８６

号。以下「法」という。）第７条第１項の規定に基づき、「政策評価に関する

基本方針」（平成１７年１２月１６日閣議決定。以下「基本方針」という。）

及び「厚生労働省における政策評価に関する基本計画（第３期）」（平成２４

年３月３０日厚生労働大臣決定、平成２６年４月１０日、平成２７年３月３１

日、平成２８年○月○日一部変更。以下「基本計画」という。）を踏まえて、

平成２８２６年度に実施する事後評価の対象、評価の方法等を明らかにするも

のである。

第２ 計画期間

本計画の対象期間は、平成２８２７年４月１日から平成２９２８年３月３１

日までとする。

第３ 政策体系及び評価予定

施策体系における各施策目標の測定指標、目標値（達成水準・達成時期）及

び事務事業等については、「目標管理型の政策評価の実施に関するガイドライ

ン」（平成２５年１２月２０日政策評価各府省連絡会議了承）中２に基づき作

成する事前分析表において定め、公表する。

第４ 事後評価の対象及び評価の方法

事後評価の対象及び評価の方法は以下に掲げるとおりとする。

１ 政策体系に基づき対象とする政策（基本計画第７の１（１）関係）

政策体系の施策目標については、毎年度、評価又は指標のモニタリングを

行う。平成２８２７年度において評価を行う政策は、別紙１中の政策評価実

施予定時期に記載のあるものとする。

加えて、指標のモニタリングの結果（以下「モニタリング結果」という。）
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により評価の必要が生じた施策目標について、実績評価方式、総合評価方式

又は事業評価方式のうちから適切に選択した評価方式により評価する。なお、

この場合の具体的な対象及び評価の方法は、政策統括官付政策評価官室（以

下「政策評価官室」という。）が、当該政策の担当部局（大臣官房の各課を

含む。以下同じ。）及び査定課（大臣官房会計課及び大臣官房人事課）と調

整の上、定めることとする。

２ 研究開発（基本計画第７の１（２）関係）

「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平成２４年１２月６日内閣総

理大臣決定）に基づき、総合科学技術会議において事後評価の対象とするこ

ととされた研究開発について、原則として事業評価方式により評価すること

とする。

３ 公共事業（基本計画第７の１（３）関係）

個々の公共事業であって、「水道施設整備事業の評価の実施について」（平

成２３年７月７日付健発0707第1号。以下「水道施設整備事業評価実施要領」

という。）で定めるところにより事後評価の対象とすることとしたものにつ

いて、原則として事業評価方式により評価することとする。

４ 事前評価を実施した政策（基本計画第７の１（４）関係）

事前評価の実施後、一定期間が経過した事業のうち事後評価の対象とする

ものは、別紙２のとおりとし、事業評価方式により評価することとする。

加えて、事前評価を実施した政策のうち、事前評価の際に設定した評価指

標の推移、政策効果の発現時期を参考にして評価の必要が生じたものについ

て、事業評価方式により評価する。なお、この場合の具体的な対象及び評価

の方法は、政策評価官室が、当該事業の担当部局及び査定課（大臣官房会計

課）と調整の上、定めることとする。

５ 政策決定後５年間が決定した時点で未着手のもの及び政策決定後１０年間

が経過した時点で継続中のもの（基本計画第７の１（５）関係）

個々の公共事業であって、「水道施設整備事業評価実施要領」で定めると

ころにより事後評価の対象とすることとしたものについて、原則として事業

評価方式により評価することとする。

６ 成果重視事業（基本計画第７の１（６）関係）

事後評価の対象とする成果重視事業は、別紙２３とし、原則として事業評

価方式により評価することとする。

７ 租税特別措置等（基本計画第７の１（７）関係）

租税特別措置等（法人税、法人住民税、法人事業税）について、実績評価
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方式、総合評価方式又は事業評価方式のうちから適切に選択した評価方式に

より評価する。なお、具体的な対象及び評価の方法は、政策評価官室が、当

該政策の担当部局及び査定課（政策統括官付社会保障担当参事官室及び政策

統括官付労働政策担当参事官室）と調整の上、定めることとする。

８ 閣議決定等（基本計画第７の１（８）関係）

１から７までに掲げるもののほか、閣議決定等の内閣の基本方針に基づき

政策評価の対象とするものについて、実績評価方式、総合評価方式又は事業

評価方式のうちから適切に選択した評価方式により評価することとする。

なお、この場合の具体的な対象及び評価の方法は、政策評価官室が、当該政

策の担当部局及び関係する査定課と調整の上、定めることとする。

第５ 事後評価の実施

１ 指標のモニタリング

（１）担当部局は、施策目標について設定した指標についてモニタリング結果

を事前分析表に記載し、部局の取りまとめ課で確認の上、政策評価官室が

定める期限までに査定課及び政策評価官室に提出する。

（※ 査定課とは、組織・定員要求を伴う政策については大臣官房人事課、

予算要求又は財政投融資資金要求を伴う政策については大臣官房会計課、

税制改正要望を伴う政策については政策統括官付社会保障担当参事官室及

び政策統括官付労働政策担当参事官室をいう。以下同じ。）

（２）査定課は、モニタリング結果を参考に査定を行い、組織・定員要求、予

算要求、税制改正要望等に反映する。

（３）政策評価官室は、モニタリング結果を確認の上、取りまとめ、公表する。

２ 実績評価方式による評価

（１）担当部局は、施策目標のうち実績評価を実施することとされたものにつ

いて、施策目標ごとに指標の達成度を中心として評価を実施し、評価結果

を評価書等（法第１０条に規定する評価書及びその要旨をいう。以下同じ。）

として取りまとめ、部局の取りまとめ課で確認の上、政策評価官室が定め

る期限までに査定課及び政策評価官室に提出する。

（２）査定課は、評価書等を参考に査定を行い、組織・定員要求、予算要求、

税制改正要望等に反映する。

（３）政策評価官室は、基本計画第８の２に定める「政策評価に関する有識者

会議」（以下「有識者会議」という。）の下に設置した労働・子育てワー

キンググループ、医療・衛生ワーキンググループ及び福祉・年金ワーキン

ググループ（以下「各ＷＧ」という。）及び査定課の指摘等を踏まえて担

当部局等が修正を加えた評価書等を確認の上、取りまとめ、公表する。
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３ 総合評価方式による評価

（１）担当部局は、施策目標のうち総合評価を実施することとされたものにつ

いて、当該政策の問題点の把握、原因の分析等を中心に評価を実施し、評

価結果を評価書等として取りまとめ、政策評価官室が定める期限までに査

定課及び政策評価官室に提出する。

（２）査定課は、評価書等を参考に査定を行い、組織・定員要求、予算要求、

税制改正要望等に反映する。

（３）政策評価官室は、査定課の指摘等を踏まえて担当部局等が修正を加えた

評価書等を確認の上、取りまとめ、公表する。

４ 事業評価方式による評価

(１) 担当部局は、事業評価を実施するものについて、評価を実施し、評価結

果を評価書等として取りまとめ、部局の取りまとめ課で確認の上、政策評

価官室が定める期限までに査定課及び政策評価官室に提出する。

（２）査定課は、評価書等を参考に査定を行い、組織・定員要求、予算要求、

税制改正要望等に反映する。

（３）政策評価官室は、査定課の指摘等を踏まえて担当部局等が修正を加えた

評価書等を確認の上、取りまとめ、公表する。

第６ 学識経験を有する者の知見の活用

実績評価書の作成に当たって、学識経験者等の高度の専門性や実践的知見の

活用を図る観点から、政策評価官室は、６月又は７月に開催する各ＷＧにおい

て、実績評価書（案）の意見聴取を行うこととする。なお、各ＷＧにおいて意

見聴取を行う実績評価書（案）は、基本計画第７の１（１）ロに基づき作成し

た全実績評価書（案）及び基本計画第７の１（１）ハに基づき作成した実績評

価書（案）の中から政策評価官室が各ＷＧと調整の上、対象としたものとする。

それ以外の実績評価書（案）については、基本計画第８の１の考え方に基づ

き、担当部局において、有識者から意見聴取を行うものとする。

また、政策評価官室は、年度末を目処に有識者会議を開催し、次年度の政策

評価の実施に関する意見聴取等を行うものとする。

第７ 評価結果の政策への反映状況の公表

担当部局及び査定課は、評価結果を、新たな政策の企画立案（組織・定員要

求、予算要求、税制改正要望等を含む）、既存の政策の見直し・改善に反映さ

せるための情報として活用する。また、担当部局は、平成２８２６年度に実施

した政策評価の結果の政策への反映状況について、９月中を目途に政策評価官

室に報告する。
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政策評価官室は、それらの反映状況を確認の上、取りまとめ、公表する。

第８ その他

１ 政策評価の継続的改善

政策評価官室は、政策評価制度全般の改善・充実を図るため、他府省、地

方公共団体等及び外国の状況に関する知識などの政策評価に関する情報を幅

広く収集し、政策効果の把握の手法等の調査、研究及び開発を積極的に進め

ることとする。

２ 職員の資質の向上

政策評価官室は、職員の資質の向上を図るため、収集した政策評価に関す

る知識や経験等を担当部局等に適宜提供するとともに、必要に応じて、政策

評価に関する説明会を開催する。

３ 本計画の改正

本計画については、厚生労働行政を取り巻く環境の変化、法、基本方針又

は基本計画の変更等を踏まえ、必要に応じて改正を行うものとする。

４ 厚生労働省における政策評価実施要領

本計画に定めるもののほか、事後評価の実施に関し必要な事項は、「厚生

労働省における政策評価実施要領」に定める。



Ⅰ－１－１

Ⅰ－２－１

Ⅰ－２－２

Ⅰ－３－１

Ⅰ－３－２ ○

Ⅰ－４－１

Ⅰ－５－１

Ⅰ－５－２

Ⅰ－５－３

Ⅰ－５－４

Ⅰ－６－１

Ⅰ－６－２

Ⅰ－６－３

Ⅰ－７－１

Ⅰ－８－１

Ⅰ－９－１

Ⅰ－９－２ ○

Ⅰ－１０－１ ○

Ⅰ－１０－２

Ⅰ－１１－１

Ⅱ－１－１

Ⅱ－２－１

Ⅱ－３－１ ○

Ⅱ－４－１

Ⅱ－５－１ ○

Ⅲ－１－１

Ⅲ－１－２

Ⅲ－２－１

Ⅲ－３－１

Ⅲ－３－２ ○

Ⅲ－４－１

Ⅲ－４－２

Ⅲ－６－１

Ⅲ－７－１ ○

Ⅲ－８－１

Ⅳ－１－１

Ⅳ－２－１

Ⅳ－３－１

Ⅳ－４－１

労使関係が将来にわたり安定的に推移するよう集団的労使関係のルールの確立及び普及等を図るとともに、
集団的労使紛争の迅速かつ適切な解決を図ること

個別労働紛争の解決の促進を図ること

労働保険適用促進及び労働保険料等の適正徴収を図ること

公共職業安定機関等における需給調整機能の強化及び労働者派遣事業等の適正な運営を確保すること

地域、中小企業、産業の特性に応じ、雇用の創出及び雇用の安定を図ること

高齢者・障害者・若年者等の雇用の安定・促進を図ること

雇用保険制度の安定的かつ適正な運営及び求職活動を容易にするための保障等を図ること

豊かで安定した勤労者生活の実現を図ること

食品等の飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止すること

安全で質が高く災害に強い持続的な水道を確保すること

規制されている乱用薬物について、不正流通の遮断及び乱用防止を推進すること

化学物質の適正な評価・管理を推進し、安全性を確保すること

生活衛生関係営業の衛生水準の確保及び振興等により、生活衛生の向上、増進を図ること

労働条件の確保・改善を図ること

最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援をすること

労働者の安全と健康が確保され、労働者が安心して働くことができる職場づくりを推進すること

迅速かつ適正な労災保険給付を行い、被災労働者等の保護を図ること

被災労働者等の社会復帰促進・援護等を図ること

労働時間等の設定改善の促進等を通じた仕事と生活の調和対策を推進すること

健康危機が発生した際に迅速かつ適切に対応するための体制を整備すること

適正な移植医療を推進すること

原子爆弾被爆者等を援護すること

有効性・安全性の高い新医薬品・医療機器を迅速に提供できるようにすること

医薬品等の品質確保の徹底を図るとともに、医薬品等の安全対策等を推進すること

医薬品の適正使用を推進すること

健康な献血者の確保を図り、血液製剤の国内自給、使用適正化を推進し、安全性の向上を図ること

革新的な医療技術の実用化を促進するとともに、医薬品産業等の振興を図ること

適正かつ安定的・効率的な医療保険制度を構築すること

生活習慣病対策や長期入院の是正等により中長期的な医療費の適正化を図ること

地域住民の健康の保持・増進及び地域住民が安心して暮らせる地域保健体制の確保を図ること

生活習慣の改善等により健康寿命の延伸等を図るとともに、がんによる死亡者の減少を図ること

医療従事者の資質の向上を図ること

治療方法が確立していない特殊の疾病等の予防・治療等を充実させること

平成２８年度　政策評価実施予定

施策目標
評価
実施

日常生活圏の中で良質かつ適切な医療が効率的に提供できる体制を整備すること

今後の医療需要に見合った医療従事者の確保を図ること

医療情報化の体制整備の普及を推進すること

医療安全確保対策の推進を図ること

政策医療を向上・均てん化させること

感染症の発生・まん延の防止を図ること

別紙１



Ⅳ－５－１ ○

Ⅴ－１－１

Ⅴ－２－１

Ⅴ－２－２

Ⅴ－３－１

Ⅵ－１－１

Ⅵ－２－１

Ⅵ－２－２

Ⅵ－２－３

Ⅵ－３－１

Ⅵ－４－１

Ⅵ－５－１ ○

Ⅶ－１－１

Ⅶ－２－１

Ⅶ－３－１

Ⅶ－３－２

Ⅶ－３－３

Ⅶ－３－４ ○

Ⅷ－１－１ ○

Ⅸ－１－１

Ⅸ－１－２

Ⅸ－１－３

Ⅸ－３－１

Ⅸ－３－２

Ⅹ－１－１

Ⅹ－１－２ ○

ⅩⅠ－１－１

ⅩⅠ－２－１ ○

ⅩⅡ－１－１

ⅩⅡ－１－２ ○

ⅩⅢ－１－１ ○

ⅩⅢ－１－２ ○

ⅩⅢ－２－１ ○

ⅩⅢ－２－２ ○

ⅩⅢ－２－３ ○

ⅩⅢ－２－４ ○

職員一人一人がやりがいをもって業務を行うことができるよう、職場環境の改善等を進めること

政策の企画・立案に時間を割くことができるような体制を確立するため、業務改善・効率化の取組を進めること

行政分野へのＩＴ（情報通信技術）の活用とこれに併せた業務や制度の見直しにより、国民の利便性の向上と行
政運営の簡素化、効率化を図ること

社会保障・税番号制度について、国民の理解を得ながら、その着実な導入を図るとともに、社会保障・税番号の
利活用を推進し、国民の利便性の向上を図ること

国民に伝わるように分かりやすく情報を発信するとともに、「国民の声」に耳を傾け、改善へ活かすこと

コスト意識・ムダ削減を徹底するための取組を進めること

次代の厚生労働行政を担う人物像に照らした適切な人事評価と前例にとらわれない適材適所の人事を推進す
ること

省に不足する能力の向上を図り、意欲と能力を兼ね備えた職員の育成を進めること

厚生労働科学研究事業の適正かつ効果的な実施及び医薬品等の研究開発の促進並びに保健衛生分野の調
査研究の充実を図ること

旧陸海軍に関する人事資料を適切に整備保管すること及び旧陸海軍に関する恩給請求書を適切に進達するこ
と

障害者の地域における生活を支援するため、障害者の生活の場、働く場や地域における支援体制を整備するこ
と

国民に信頼される持続可能な公的年金制度を構築すること

公的年金制度の信頼を確保するため、公的年金制度の適正な事業運営を図ること

高齢期の所得保障の重層化を図るため、私的年金制度の適切な整備及び運営を図ること

高齢者の介護予防・健康づくりを推進するとともに、生きがいづくり及び社会参加を推進すること

介護保険制度の適切な運営を図るとともに、質・量両面にわたり介護サービス基盤の整備を図ること

国際機関の活動へ参画・協力し、国際社会に貢献すること

二国間等の国際協力を推進すること

国立試験研究機関の適正かつ効果的な運営を確保すること

中国残留邦人等の円滑な帰国を促進するとともに、永住帰国者の自立を支援すること

男女労働者の均等な機会と待遇の確保対策、仕事と家庭の両立支援、パートタイム労働者と正社員間の均等・
均衡待遇等を推進すること

地域における子育て支援等施策の推進を図ること

児童の健全な育成及び資質の向上に必要なサービスを提供すること

保育所の受入児童数を拡大するとともに、多様なニーズに対応できる保育サービスを確保すること

児童虐待防止や配偶者による暴力被害者等への支援体制の充実を図ること

母子保健衛生対策の充実を図ること

ひとり親家庭の自立のための総合的な支援を図ること

生活困窮者に対し適切に福祉サービスを提供するとともに、地域社会のセーフティネット機能を強化し、地域の
要援護者の福祉の向上を図ること

社会福祉に関する事業に従事する人材の養成確保を推進すること等により、より質の高い福祉サービスを提供
すること

戦傷病者、戦没者遺族等に対して、援護年金の支給、療養の給付等の援護を行うこと

戦没者の遺骨収集帰還事業等を行うことにより、戦没者遺族を慰藉すること

技能継承・振興のための施策を推進すること

求職者支援訓練の実施や職業訓練受講給付金の支給等を通じ、雇用保険を受給できない求職者の就職を支
援すること

多様な職業能力開発の機会を確保すること

若年者等に対して段階に応じた職業キャリア支援を講ずること

福祉から自立へ向けた職業キャリア形成の支援等をすること


